
高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク運営要綱

（目 的）

第１条 この要綱は、高知県において、医療関連感染(＊)対策について地域医療機関等の平

常時の取り組みを支援するとともに、アウトブレイク時には地域医療機関等に対し的確な

支援を行うため設置する高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク（以下「地域支援

ネットワーク」という。）の運営について必要な事項を定める。

(＊)医療関連感染（Healthcare‐Associated‐Infection）：病棟や外来に限らず、在宅ケアや老人保健施設など、医療

を行うすべての場所での感染に対する対策が重要であるこ

とから、「院内感染」を「医療関連感染(HAI)」と呼称する。

（構 成）

第２条 地域支援ネットワークは、次に掲げる構成員により構成する。

（１）拠点病院

概ね３００床以上で Infection Control Doctor（以下「ＩＣＤ」という。）、Infection Control

Nurse（以下「ＩＣＮ」という。）等の感染管理の専門家が配置されている次にあげる病院（以下「拠

点病院」という。）

・県立あき総合病院

・高知大学医学部附属病院

・高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

・社会医療法人近森会 近森病院

・高知赤十字病院

・独立行政法人国立病院機構高知病院

・県立幡多けんみん病院

（２）その他病院及び診療所等

（３）次の関係行政機関

ア 県福祉保健所及び高知市保健所

イ 高知県衛生環境研究所

ウ 高知県健康政策部健康対策課

エ 高知県健康政策部医療政策課（以下「医療政策課」という。）

（活 動)

第３条 地域支援ネットワークは、次の各号に掲げる活動を行う。

（１）平常時の地域における取り組みへの支援

（２）アウトブレイク時における適切な対応及び再発防止への支援

（３）県内医療機関等を対象にした医療関連感染対策研修会の開催

（４）その他、医療機関等の医療関連感染対策の向上に資する取り組み

（高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議）

第４条 前条に掲げる活動の取り組みについて企画・検証を行うため、「高知県医療関連感

染対策地域支援ネットワーク会議（以下「地域支援ネットワーク会議」という。）を置く。



第４条の２ 地域支援ネットワーク会議の委員（以下、「委員」という。）は、次に掲げる者

で構成することとし、高知県知事が委嘱する。

（１）拠点病院の代表

（２）高知県ＩＣＮネットワークの代表

（３）一般社団法人高知県医師会の代表

（４）一般社団法人高知県歯科医師会の代表

（５）高知県病院薬剤師会の代表

（６）一般社団法人高知県臨床検査技師会の代表

（７）高知市保健所の代表

（８）県福祉保健所保健監の代表

第４条の３ 知事は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱すること

ができる。

（１）自己の都合により辞任を申し出たとき。

（２）その他、知事が解嘱が適当と認めるとき。

第４条の４ 地域支援ネットワーク会議に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。

３ 会長は、地域支援ネットワーク会議を統括し、会議の議長となる。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。

第４条の５ 地域支援ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集し、開催するものとす

る。

２ 地域支援ネットワーク会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き決議を行う

ことができない。

３ 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者を地域支援ネットワーク会議に出席させ、

説明を求め又は意見を述べさせることができる。

（エリアネットワーク）

第５条 日常的に実効のある感染管理体制の構築を目的として、各福祉保健所等（県福祉保

健所及び高知市保健所）の管内をエリア（単位）とした地域医療機関等のネットワーク（以

下「エリアネットワーク」という。）を、以下のエリアで構築する。

（１）安 芸 エ リ ア：安芸福祉保健所管内

（２）中 央 東 エ リ ア：中央東福祉保健所管内

（３）高 知 市 エ リ ア：高知市保健所管内

（４）中 央 西 エ リ ア：中央西福祉保健所管内

（５）須 崎 エ リ ア：須崎福祉保健所管内



（６）幡 多 エ リ ア：幡多福祉保健所管内

２ エリアネットワークは、情報交換及びスキルアップのため、医療機関の共通の課題をテ

ーマとして、拠点病院のＩＣＮ等の感染管理の専門家の支援のもと、講習・意見交換等を

行う。

（高知県ＩＣＮネットワーク）

第６条 地域支援ネットワーク会議の方針に基づき活動する県内のＩＣＮにより構成され

たチームを、高知県ＩＣＮネットワークとする。

２ チームは、エリアネットワークに参加する中小医療機関等が実施可能な感染対策のスキ

ルを提供する等の支援を行う。

（アウトブレイク）

第７条 医療機関等は、アウトブレイクの発生時において、圏域の福祉保健所（高知市は市

保健所）に報告するとともに、必要に応じて連絡・相談を行う。

２ 保健所報告基準(＊)により、医療機関等より報告を受けた福祉保健所（高知市は市保健

所）は、地域支援ネットワークに参加する拠点病院の感染管理の専門家及び関係行政機関

等と連携して、感染対策について支援する。

３ アウトブレイク時における対応については、別に定める。

(＊)保健所報告基準：平成２６年１２月１９日付医政地発１２１９第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知の別

記「医療機関における院内感染対策に関する留意事項」に規定する保健所への報告基準をいう。

（事務局）

第８条 地域支援ネットワークの事務局を医療政策課に置く。

（雑 則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、地域支援ネットワークの運営に関し必要な事項は別

に定める。

附 則

この要綱は平成２４年 ８月２７日から施行する。

この要綱は平成２４年１０月２３日から施行する。

この要綱は平成２８年 ２月２４日から施行する。

この要綱は平成２９年 ３月 ９日から施行する。

この要綱は平成３０年 ３月２２日から施行する。

この要綱は令和 ３年 ２月１６日から施行する。

この要綱は令和 ４年 １月１４日から施行する。


